
病院・在宅医療・介護の連携の取組状況・課題等について（市町村アンケート）

設問

自治体
１ 貴自治体において実施している病院・在宅医療・介護連携の取組・事業の概要

２　病院・在宅医療・介護連携の取組・事業に係る、

(1)貴自治体の受け止め

(2)貴自治体としての課題

(3)市町村議会や地域の医療・介護関係団体からの意見・要望等

小田原市

箱根町

(1) 日頃から多職種協働研修などを通じて介護保険施設と協力医療機関が連携

し、適切な対応が図られているほか、在宅医療を担う診療所やそれを支える薬

局・訪問看護ステーション、ケアマネジャーなど多職種による連携体制が構築で

きている。

圏域内の居宅介護支援員の団体の活動にも行政がかかわることで、医療介護連携

に資する情報共有ツールの開発や現場の課題感に即した研修の実施につながって

いる。

(2)

・在宅医療・介護連携に関する研修等は法定のものではないため、医療・介護と

もに参加しない事業所もあり、個々人のケースにおいてうまく連携性が発揮され

ないことがある。研修の開始時間や人材不足等により訪問介護事業所などの参加

が低い。

・在宅で生活を送るうえで圏域を超えて受診している高齢者も多いが、圏域外へ

の医療機関との連携は希薄である。

・事務局に保健師が不足しており、在宅医療介護連携の課題分析や事務実行を事

務職が行っているが、医療的な知識が乏しく、いわゆる病識からのアプローチが

できない。

・連携促進のアプローチとして、ソフト面を重視しているが、実際の在宅医療に

資するハード資源の開発や提言には至っていない。

(3)

・訪問介護事業所との連携が十分でないと指摘があり、情報共有や協働の機会を

確保するための連絡会等の設置が必要であるとの意見がある。

・身寄りのない高齢者に対し在宅医療や介護による支援を行った場合に、当該高

齢者が亡くなった後、支援者が対応に苦慮する事例が生じていることから、その

ような状況を解消するための仕組みづくりや支援体制の検討が求められている。

国の介護保険の地域支援事業として、「在宅医療・介護連携推進事業」を実施。

①医師、歯科医師、薬剤師、介護事業所等の代表者が出席する地域ケア会議を活用し、在宅医

療・介護連携にかかる課題の抽出を行っている。地域ケア会議は、年間4回開催し、地域ケア

全体会議を年度末に1回開催する予定である。また、ケアプラン点検会議を年1回予定してい

る。

 また、そこで得た課題については、「生活支援・介護予防体制整備推進協議会」の場で対応

策を検討する。

②在宅医療・介護連携に関する相談窓口を小田原医師会が設置している。運営費の一部を1市3

町（小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町）が補助している。

③小田原医師会及び1市3町（小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町）で多職種共同研修を実

施。

④町広報に小田原地域医療連携室について掲載し普及啓発を実施。住民を対象とした在宅医

療・介護に関する講演会を2年に1回開催。

⑤県西地区地域包括ケア会議、県西地区在宅医療推進協議会、県西地区地域包括ケアシステム

推進行政担当者会議などを通じて連携を図る。

国の「在宅医療・介護連携推進事業」（介護保険の地域支援事業）として、小田原医師会、小

田原歯科医師会、小田原薬剤師会へ委託・補助し、次の事業を実施している。

①現状を把握し、課題の抽出や対応策を検討するため、地域の医療・介護関係者等が参画する

会議を開催

②在宅医療・介護連携に関する相談窓口を医師会、歯科医師会に設置

③研修の実施

・医療・介護関係者向け研修

・顔の見える関係性づくりの構築を目的とした多職種協働研修

・ケアマネジャーの資質向上に資する研修

④市民に対して望ましい終末期を迎えるための啓発活動の実施

⑤医師、歯科医師、薬剤師の地域ケア会議への参加

また、上記とは別に、認知症に関して、市民理解や医療介護連携の促進を目的として有志で結

成されている認知症をにんちしよう会の事務局を行政が務めている。

⑴町の地域ケア会議や1市3町（小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町）で、在宅

医療・介護連携にかかる研修・会議等を開催し、県西地区の状況や連携に必要な

知識やノウハウを深められている。

　人口が少ない分、行政、包括、民生委員、関係機関等との関係性が築きやす

い。

⑵多職種共同研修を開催しているが、町内の医療職、福祉職の参加者数が少な

い。各医療機関、介護事業所に案内をしているが、参加していただけるように、

工夫が必要である。

　町内に総合病院がないことから、小田原市や御殿場市に受診しなければならな

い。その移動も免許返納していることで公共交通機関で移動する方が多い。観光

地であることからバスが満員で次のバスを待たなければいけなかったり、渋滞に

より受診時間に遅れたり、受診するのに負担が大きい。

　町内に小規模多機能型居宅介護が無いため、介護者や利用者の希望が限定され

る。

資料１別紙２
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設問

自治体
１ 貴自治体において実施している病院・在宅医療・介護連携の取組・事業の概要

２　病院・在宅医療・介護連携の取組・事業に係る、

(1)貴自治体の受け止め

(2)貴自治体としての課題

(3)市町村議会や地域の医療・介護関係団体からの意見・要望等

湯河原町

　介護保険法の規定に基づき、在宅医療・介護連携推進事業を実施するため、「湯河原町在宅

医療・介護連携会議」を設置し、次の事業を実施している。

①在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策を検討するため、医療・介護関係者が参加する会

議を開催（昨年度３回実施）

②在宅医療・介護連携に関する相談窓口として、小田原医師会地域医療連携室を設置

③地域住民へ普及啓発のため在宅医療・介護に関する公開講座を年１回実施。（別添①）

④多職種共同研修として、医療・介護関係者の研修を年１回実施。（別添②）近隣１市３町合

同で、広域での多職種共同研修を年２回実施。（別添③）

⑤地域住民に向けに「医療・介護のサービスガイド」を作成。毎年、情報を更新し、発行。

⑥町の広報誌「広報　ゆがわら」へ２ヵ月に１度、各委員が持ち回りで、湯河原町在宅医療・

介護連携会議便りとして記事を掲載。

③④関連資料　別添①②③

②関連URL　https://www.odawara.kanagawa.med.or.jp/cooperation/

⑤関連URL　https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/soshiki/6/16842.html

⑥関連URL　https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/life/4/33/158/

(1)会議を通じて、医療機関、介護施設、包括支援センター、行政が連携して、

課題の抽出を行い、解決に向けて広域で連携をしている。

(2)地域の医療、介護人材の不足（特に訪問系）、地域住民の意識向上。小田原

医師会地域医療連携室の広報と活用の周知。

(3)困難事例であっても、医療と介護の連携によって、解決できる事例が多く、

連携が必要。

真鶴町

①現状を把握し、課題の抽出や対応策を検討するため、地域の医療・介護関係者等が参画する

会議を開催

⇒県が主催する２市８町県西地区地域包括ケア会議・県西地区在宅医療推進協議会に参加して

いる

②在宅医療・介護連携に関する相談窓口を設置

⇒平成28年度から小田原医師会地域医療連携室に「在宅医療に関する相談窓口」を設置し１市

３町の医療機関に関する相談や往診・訪問診療に関する情報提供等をお願いしている。一般町

民の相談に関しては、包括が中心になり対応する

③医療・介護関係者向け研修を実施

⇒小田原医師会、１市３町共同で多職種共同研修をテーマ別に年２×２回開催

・自立支援型個別ケア会議を湯河原町と合同開催

④地域住民への在宅療養者の急変時対応や在宅看取りに関する普及啓発を実施

・３師会、ケアネットＯＨＭＹ及び１市３町共同で作成した、「在宅医療・介護連携ツール」

の運用協力と支援を行う

⑤在宅医療・介護連携に関する関係市区町村との連携に向けた会議を開催

⇒①と同様

(1) 小規模自治体のため在宅業務を通じて町内介護事業所と医療機関が連携し、

適切な対応が図られているほか、在宅医療を担う町診療所やそれを支える薬局・

訪問看護ステーション、ケアマネジャーなど多職種による連携体制が構築できて

いる。

(2)マンネリ化して休止している、町内医療･介護事業所との連携･情報共有を目

的とした会合。

(3) 医療機関、介護事業所共に、近隣市町村の社会資源なしに町内の在宅医療･介

護連携は成り立たない。

2



設問

自治体
１ 貴自治体において実施している病院・在宅医療・介護連携の取組・事業の概要

２　病院・在宅医療・介護連携の取組・事業に係る、

(1)貴自治体の受け止め

(2)貴自治体としての課題

(3)市町村議会や地域の医療・介護関係団体からの意見・要望等

南足柄市

国の「在宅医療・介護連携推進事業」（介護保険の地域支援事業）として、足柄上地区在宅医

療・介護連携支援センターを設置し、その業務を足柄上医師会へ委託し、次の事業を実施して

いる。

①地域の医療・介護サービス資源の把握、医療機関マップ、介護サービス機関マップの改定

②在宅医療・介護連携の課題と抽出と対応策の検討（ケアカフェの開催、1市5町担当者会議の

開催、各市町の地域ケア会議への参加）

③切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進（医療介護地域連絡会開催、グループ

ホーム情報交換会他、介護事業所との情報交換会実施）

④在宅医療・介護連携に関する相談支援（医療依存度の高い事例または在宅での看取りなど多

課題事例に対する相談支援は地域医療連携室と連携）

⑤地域住民への普及啓発（看取りにかかる普及啓発のためのシネマエデュケーション3回開

催、介護の日イベント企画展示）

⑥医療・介護関係者の情報共有の支援（ICT活用の促進、医療介護地域連絡会でのWEB研修開

催、情報共有ツール・手引き等についての意見聴取、具体的な課題検討など）

⑦医療・介護関係者の研修（多職種連携を目的とした研修会の開催、ともに地域で暮らしてい

くための学習会、医療介護セミナー参加）

⑧在宅医療、介護連携に関する関係市区町村との連携

関連URL：https://www.ashigara-med.or.jp/support-center/

足柄上地区在宅医療・介護連携支援センター

（１）仕様書に基づき、当該センターと地域医療支援病院の地域医療連携室と連

携し、講演会や事例検討を行い、多職種向けに研修会を行い、関係機関等との連

携、周知、情報共有が行われている。

（２）市町内医療機関の医師の高年齢化による存続／住民に対し在宅医療・介護

連携支援事業が浸透しているのか確認が困難／普及啓発事業にかかる住民への周

知が不足なのか、参加者が増えない。／地域の介護資源が不足している／事業を

担う人材の不足

（３）介護事業所より人材不足対応への要望／地域密着型の利用地域緩和要望

（足柄上地区は協議なしで利用可能にしてほしい）

中井町

国の「在宅医療・介護連携推進事業」（介護保険の地域支援事業）として、足柄上地区在宅医

療・介護連携支援センターを設置し、その業務を足柄上医師会へ委託し、次の事業を実施して

いる。

①地域の医療・介護サービス資源の把握、医療機関マップ、介護サービス機関マップの改定

②在宅医療・介護連携の課題と抽出と対応策の検討（ケアカフェの開催、1市5町担当者会議の

開催、各市町の地域ケア会議への参加）

③切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進（医療介護地域連絡会開催、グループ

ホーム情報交換会他、介護事業所との情報交換会実施）

④在宅医療・介護連携に関する相談支援（医療依存度の高い事例または在宅での看取りなど多

課題事例に対する相談支援は地域医療連携室と連携）

⑤地域住民への普及啓発（看取りにかかる普及啓発のためのシネマエデュケーション3回開

催、介護の日イベント企画展示）

⑥医療・介護関係者の情報共有の支援（ICT活用の促進、医療介護地域連絡会でのWEB研修開

催、情報共有ツール・手引き等についての意見聴取、具体的な課題検討など）

⑦医療・介護関係者の研修（多職種連携を目的とした研修会の開催、ともに地域で暮らしてい

くための学習会、医療介護セミナー参加）

⑧在宅医療、介護連携に関する関係市区町村との連携

関連URL：https://www.ashigara-med.or.jp/support-center/

足柄上地区在宅医療・介護連携支援センター

（１）仕様書に基づき、当該センターと地域医療支援病院の地域医療連携室と連

携し、講演会や事例検討を行い、多職種向けに研修会を行い、関係機関等との連

携、周知、情報共有が行われている。

本町単独では実施が難しい各種講演、研修会、医療・介護の連携を複数自治体で

実施することで、一定の効果を得ている。

（２) 町内在住の医師がおらず、自然災害等有事の際、医療・介護の提供体制に

ついて／町民に対し在宅医療・介護連携支援事業が浸透しているのか確認が困難

／普及啓発事業にかかる住民への周知が不足なのか、参加者が増えない。／地域

の介護資源が不足している／事業を担う人材の不足

（３）介護事業所より人材不足対応への要望／地域密着型の利用地域緩和要望

（足柄上地区は協議なしで利用可能にしてほしい）
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設問

自治体
１ 貴自治体において実施している病院・在宅医療・介護連携の取組・事業の概要

２　病院・在宅医療・介護連携の取組・事業に係る、

(1)貴自治体の受け止め

(2)貴自治体としての課題

(3)市町村議会や地域の医療・介護関係団体からの意見・要望等

大井町

国の「在宅医療・介護連携推進事業」（介護保険の地域支援事業）として、足柄上地区在宅医

療・介護連携支援センターを設置し、その業務を足柄上医師会へ委託し、次の事業を実施して

いる。

①地域の医療・介護サービス資源の把握、医療機関マップ、介護サービス機関マップの改定

②在宅医療・介護連携の課題と抽出と対応策の検討（ケアカフェの開催、1市5町担当者会議の

開催、各市町の地域ケア会議への参加）

③切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進（医療介護地域連絡会開催、グループ

ホーム情報交換会他、介護事業所との情報交換会実施）

④在宅医療・介護連携に関する相談支援（医療依存度の高い事例または在宅での看取りなど多

課題事例に対する相談支援は地域医療連携室と連携）

⑤地域住民への普及啓発（看取りにかかる普及啓発のためのシネマエデュケーション3回開

催、介護の日イベント企画展示）

⑥医療・介護関係者の情報共有の支援（ICT活用の促進、医療介護地域連絡会でのWEB研修開

催、情報共有ツール・手引き等についての意見聴取、具体的な課題検討など）

⑦医療・介護関係者の研修（多職種連携を目的とした研修会の開催、ともに地域で暮らしてい

くための学習会、医療介護セミナー参加）

⑧在宅医療、介護連携に関する関係市区町村との連携

関連URL：https://www.ashigara-med.or.jp/support-center/

足柄上地区在宅医療・介護連携支援センター

（１）仕様書に基づき、当該センターと地域医療支援病院の地域医療連携室と連

携し、講演会や事例検討を行い、多職種向けに研修会を行い、関係機関等との連

携、周知、情報共有が行われている。

（２）町内医療機関の医師の高年齢化による存続／町民に対し在宅医療・介護連

携支援事業が浸透しているのか確認が困難／普及啓発事業にかかる住民への周知

が不足なのか、参加者が増えない。／地域の介護資源が不足している／事業を担

う人材の不足

（３）介護事業所より人材不足対応への要望／地域密着型の利用地域緩和要望

（例：足柄上地区は協議なしで利用可能にしてほしい）

松田町

国の「在宅医療・介護連携推進事業」（介護保険の地域支援事業）として、足柄上地区在宅医

療・介護連携支援センターを設置し、その業務を足柄上医師会へ委託し、次の事業を実施して

いる。

①地域の医療・介護サービス資源の把握、医療機関マップ、介護サービス機関マップの改定

②在宅医療・介護連携の課題と抽出と対応策の検討（ケアカフェの開催、1市5町担当者会議の

開催、各市町の地域ケア会議への参加）

③切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進（医療介護地域連絡会開催、グループ

ホーム情報交換会他、介護事業所との情報交換会実施）

④在宅医療・介護連携に関する相談支援（医療依存度の高い事例または在宅での看取りなど多

課題事例に対する相談支援は地域医療連携室と連携）

⑤地域住民への普及啓発（看取りにかかる普及啓発のためのシネマエデュケーション3回開

催、介護の日イベント企画展示）

⑥医療・介護関係者の情報共有の支援（ICT活用の促進、医療介護地域連絡会でのWEB研修開

催、情報共有ツール・手引き等についての意見聴取、具体的な課題検討など）

⑦医療・介護関係者の研修（多職種連携を目的とした研修会の開催、ともに地域で暮らしてい

くための学習会、医療介護セミナー参加）

⑧在宅医療、介護連携に関する関係市区町村との連携

関連URL：https://www.ashigara-med.or.jp/support-center/

足柄上地区在宅医療・介護連携支援センター

（１）仕様書に基づき、当該センターと地域医療支援病院の地域医療連携室と連

携し、講演会や事例検討を行い、多職種向けに研修会を行い、関係機関等との連

携、周知、情報共有が行われている。

（２）町内医療機関の医師の高年齢化による存続／町民に対し在宅医療・介護連

携支援事業が浸透しているのか確認が困難／普及啓発事業にかかる住民への周知

が不足なのか、参加者が増えない。／地域の介護資源が不足している／事業を担

う人材の不足

（３）介護事業所より人材不足対応への要望／地域密着型の利用地域緩和要望

（足柄上地区は協議なしで利用可能にしてほしい）
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設問

自治体
１ 貴自治体において実施している病院・在宅医療・介護連携の取組・事業の概要

２　病院・在宅医療・介護連携の取組・事業に係る、

(1)貴自治体の受け止め

(2)貴自治体としての課題

(3)市町村議会や地域の医療・介護関係団体からの意見・要望等

山北町

国の「在宅医療・介護連携推進事業」（介護保険の地域支援事業）として、足柄上地区在宅医

療・介護連携支援センターを設置し、その業務を足柄上医師会へ委託し、次の事業を実施して

いる。

①地域の医療・介護サービス資源の把握、医療機関マップ、介護サービス機関マップの改定

②在宅医療・介護連携の課題と抽出と対応策の検討（ケアカフェの開催、1市5町担当者会議の

開催、各市町の地域ケア会議への参加）

③切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進（医療介護地域連絡会開催、グループ

ホーム情報交換会他、介護事業所との情報交換会実施）

④在宅医療・介護連携に関する相談支援（医療依存度の高い事例または在宅での看取りなど多

課題事例に対する相談支援は地域医療連携室と連携）

⑤地域住民への普及啓発（看取りにかかる普及啓発のためのシネマエデュケーション3回開

催、介護の日イベント企画展示）

⑥医療・介護関係者の情報共有の支援（ICT活用の促進、医療介護地域連絡会でのWEB研修開

催、情報共有ツール・手引き等についての意見聴取、具体的な課題検討など）

⑦医療・介護関係者の研修（多職種連携を目的とした研修会の開催、ともに地域で暮らしてい

くための学習会、医療介護セミナー参加）

⑧在宅医療、介護連携に関する関係市区町村との連携

関連URL：https://www.ashigara-med.or.jp/support-center/

足柄上地区在宅医療・介護連携支援センター

（１）仕様書に基づき、当該センターと地域医療支援病院の地域医療連携室と連

携し、講演会や事例検討を行い、多職種向けに研修会を行い、関係機関等との連

携、周知、情報共有が行われている。

（２）町内医療機関の医師の高年齢化による存続／町民に対し在宅医療・介護連

携支援事業が浸透しているのか確認が困難／普及啓発事業にかかる住民への周知

が不足なのか、参加者が増えない。／地域の介護資源が不足している／事業を担

う人材の不足

（３）介護事業所より人材不足対応への要望／地域密着型の利用地域緩和要望

（足柄上地区は協議なしで利用可能にしてほしい）

開成町

国の「在宅医療・介護連携推進事業」（介護保険の地域支援事業）として、足柄上地区在宅医

療・介護連携支援センターを設置し、その業務を足柄上医師会へ委託し、次の事業を実施して

いる。

①地域の医療・介護サービス資源の把握、医療機関マップ、介護サービス機関マップの改定

②在宅医療・介護連携の課題と抽出と対応策の検討（ケアカフェの開催、1市5町担当者会議の

開催、各市町の地域ケア会議への参加）

③切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進（医療介護地域連絡会開催、グループ

ホーム情報交換会他、介護事業所との情報交換会実施）

④在宅医療・介護連携に関する相談支援（医療依存度の高い事例または在宅での看取りなど多

課題事例に対する相談支援は地域医療連携室と連携）

⑤地域住民への普及啓発（看取りにかかる普及啓発のためのシネマエデュケーション3回開

催、介護の日イベント企画展示）

⑥医療・介護関係者の情報共有の支援（ICT活用の促進、医療介護地域連絡会でのWEB研修開

催、情報共有ツール・手引き等についての意見聴取、具体的な課題検討など）

⑦医療・介護関係者の研修（多職種連携を目的とした研修会の開催、ともに地域で暮らしてい

くための学習会、医療介護セミナー参加）

⑧在宅医療、介護連携に関する関係市区町村との連携

関連URL：https://www.ashigara-med.or.jp/support-center/

足柄上地区在宅医療・介護連携支援センター

（１）仕様書に基づき、当該センターと地域医療支援病院の地域医療連携室と連

携し、講演会や事例検討を行い、多職種向けに研修会を行い、関係機関等との連

携、周知、情報共有が行われている。

（２）町内医療機関の医師の高年齢化による存続／町民に対し在宅医療・介護連

携支援事業が浸透しているのか確認が困難／普及啓発事業にかかる住民への周知

が不足なのか、参加者が増えない。／地域の介護資源が不足している／事業を担

う人材の不足

（３）介護事業所より人材不足対応への要望／地域密着型の利用地域緩和要望

（足柄上地区は協議なしで利用可能にしてほしい）
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https://www.city.odawara.kanagawa.jp/form/korei/r6_01tasyokusyu/
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